
任期付職員とは 

「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」第３条第２項の規定に基づき、公

務部内では取得しにくい専門的な知識経験を有する人を、あらかじめ任期を定めて職員として

採用する制度です。 

勤務条件（給与、勤務時間・休暇、福利厚生等）は、基本的に任期の定めのない常勤職員と同

様の制度が適用されます。 

令和７年度港区一般任期付職員 <窓口DX・AI戦略に関する職（課長級）>採用選考実施要綱 
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１ 募集の内容・受験資格 

（１）募集内容 

申込区分（職務の級） 
採用 

予定数 
主な職務内容 

窓口DX・AI戦略に関する職

（課長級） 

２名 

 

次に掲げる担当のうち、１又は２の職務内容を担うものとす

る。 

 

１ 窓口DXに関する職 

（１）各地区総合支所区民課の窓口における課題に対し、デジタ

ル技術を活用し解決に向けた施策の策定等を行う。 

（２）窓口の混雑緩和、待ち時間及び手続時間の縮減のための取

組を行う。 

（３）内部事務の適正化、効率化に向けた窓口業務のBPRを行う。 

（４）窓口改革の取組の成果について効果測定を実施する。 

（５）窓口改革の統括部門として、全支所横断的に施策の実現に

向けた助言、支援を行う。 

（６）その他窓口DXに関する業務及び職員の指揮・監督 

 

２ AI戦略に関する職 

（１）港区が抱える行政課題に対し、生成AIの適用可能性を検証

し、導入に向けた計画の策定等を行う。 

（２）生成AI導入後の効果測定を実施し、継続的な改善提案を行

う。 

（３）区内における生成AIの活用状況を把握し、区民・職員向け

に情報発信を行う。 

（４）区職員を対象とした生成AI研修の企画・実施を通じて、庁

内のAIリテラシー向上を図る。 

（５）AI 戦略の統括部門として、戦略的な意思決定の助言、支援

を行う。 

（６）その他窓口DXに関する業務及び職員の指揮・監督 

 



（２）受験資格 

次の１から５までの要件を全て満たす者 

 

１ 日本国籍を有する者 

２ DX関連業務経験 又は AI関連業務経験歴が３年以上ある者 

３ 民間企業、自治体又は研究機関での業務従事歴が５年以上かつ組織マネジメント又はプロジェクト

責任者としての経験が１年以上ある者 

４ 地方公務員法で選考を受けることができないとされる事由のいずれにも該当しない者 

５ 現に港区の常勤職員（任期付職員、臨時的任用職員、教育公務員を除く。）ではない者 

 

２ 任  期 

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで（３年間） 

※任期については、最大２年間延長する場合があります。 

 

３ 主な勤務場所 

港区役所（東京都港区芝公園一丁目５番２５号）  ※敷地内禁煙 

 

４ 選  考 

（１）第一次選考 

選考方法 書類審査 申込み時に提出していただく申込書及び職務経歴書により審査します。 

合格発表 令和８年１月下旬（予定） 合否にかかわらず第一次選考受験者全員に郵送します。 

 

（２）第二次選考 

選 考 日     
令和８年２月１２日（木）午後（予定） 

第二次選考の日時・場所等は、第一次選考合格発表時にお知らせします。 

選考方法 面接試験 人物及び職務に関連する知識などについて、個別面接式により行います。 

合格発表 
令和８年２月下旬（予定）合否にかかわらず第二次選考受験者全員に郵送します。 

※最終合格は、特別区人事委員会の承認後となります。 

 

５ 申込手続 

申込方法 

インターネットによる方法（ＬｏＧｏフォームによる申込み） 

港区ホームページに掲載している「新着情報」又は「職員募集」から「任期付職員募集」を指

定し、リンク先のＬｏＧｏフォームから申込みができます。利用者登録をした後、画面の指示に

従って全ての必要項目を正しく入力して、申込受付期間中に送信してください。 

※港区ホームページのアドレス  https://www.city.minato.tokyo.jp 

申込期間 
令和７年１２月２２日(月)  午前９時から 

令和８年 １月２１日(水) 午後５時まで【受信有効】 

※ 期間中に正常に受信したものを有効とします。正常に受信した場合、採用選考の申込を受け付けた旨のメールが送信

されます。メールが届かない場合は申込期間中に必ず問い合わせ先までご連絡ください。 

※ なお、システムの保守整備のため受付期間中にシステムを停止する場合や、予期せぬ機器停止及び通信障害等が起き

た場合のトラブルについては、責任を一切負いません。 

https://www.city.minato.tokyo.jp


６ 勤務条件 

（１）給与 

給与は、港区職員の給与に関する条例及び港区の一般職の任期付職員の採用に関する条例に基づき支

給します。 

【例】４０歳の場合 給料月額 約５９８，０８０円（年収 約１，０２２万円） 

４５歳の場合 給料月額 約６４０，４４０円（年収 約１，０９９万円） 

５０歳の場合 給料月額 約６５７，６００円（年収 約１，１３０万円） 

※実際の給料月額は、職務経験等に基づいて決定します。 

※給料月額及び年収は、地域手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当を含み、税及び社会保険料を

控除する前の金額です。 

※条例等の規定により、通勤手当、扶養手当、住居手当等が支給される場合があります。 

※採用時までに給与改定があった場合は、それによります。 

（２）勤務時間 

原則として、月曜日～金曜日の午前８時３０分から午後５時１５分まで（休憩時間１時間含む。）の 

１日７時間４５分、週３８時間４５分勤務となります。 

（３）休暇 

年度単位で２０日付与される他、夏季休暇、慶弔休暇等の休暇があります。 

（４）服務・営利企業等の従事制限 

任期中は、地方公務員として、営利企業等の従事制限など地方公務員法の服務に関する規定が適用され

ます。そのため、現在民間企業等に勤務している場合は、採用前に退職する必要があります。 

 

７ 採用予定年月日 

  原則として、令和８年４月１日の採用となります。 

 

８ 問合せ・連絡先 

港区総務部人事課人事係（区役所本庁舎１０階） 

電話 ０３（３５７８）２１１１ 内線２１０８ 

 

＜参 考＞ 

１ 地方公務員法第１６条（欠格条項） 

次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは

選考を受けることができない。 

一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第６０条から第６３条までに規定する罪を犯し、刑

に処せられた者 

四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主

張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

 

 

 

 

 



２ 所在地・案内図 

港区役所本庁舎（〒１０５-８５１１ 東京都港区芝公園一丁目５番２５号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【最寄り駅】 

ＪＲ山手線、京浜東北線      浜松町駅  北口           徒歩１０分 

都営地下鉄浅草線、大江戸線 大門駅   Ａ６出口      徒歩５分 

都営地下鉄三田線      御成門駅  Ａ２出口    徒歩５分 
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